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○ 厚生年金基金 
 ・加入員数 447万人 
 ・件数 595基金 
 ・資産残高 27兆8538億円 
 
 
○ 確定給付企業年金 
 ・加入者数 727万人 
 ・件数 10,053件 
 ・資産残高 41兆9721億円 
 
 
○ 確定拠出年金 
 ・加入者数 企業型371 万人  
          個人型12万人 
 ・件数 3,705件 
 ・資産残高 5兆4700億円 
 ・事業所数   1.5万 
  
 
○ 適格退職年金 
 ・加入者数 126万人 
 ・件数 8,051件 
 ・資産残高 3兆998億円 
 
 
※ 数値は平成22年度末時点のもの。 

企業年金制度加入者数 
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○公的年金たる厚生年金の一部を国に代わって支給（代行給付）しており、当該支給を 
  行うための費用として事業主から保険料を徴収している。 
 

○加えて、各基金ごとに上乗せ給付を行っている。 
 

○基金が解散する場合、代行給付のために納付した保険料に相当する積立金を、一括 
   して企業年金連合会に返還する必要がある。 

＜基金がない場合＞ 

国から 
支給 

国民年金 
（老齢基礎年金） 

厚生年金 
（老齢厚生年金） 

16.0％ 
保険料は 
国へ納付 

＜基金を設立した場合＞ 

国民年金 
（老齢基礎年金） 

厚生年金 
（老齢厚生年金） 

厚生年金の代行部分 

基金独自の上乗せ部分 基金から 
支給 

国から 
支給 

12.0％（※） 

保険料は 
国へ納付 

4.0％ 
（※） 

2.0％ 
（※） 保険料は 

基金へ納付 

（※）数字は例 

基金が解散する場合、
代行部分の保険料に相
当する積立金を返還。 

保険料計：18.0％ 

 厚生年金基金制度の概要 



○ 国の老齢厚生年金の一部の代行を行わない、独自の上乗せ給付のみを支給する制度として 
  平成１４年４月に確定給付企業年金法が施行された。 
 

○ 労使合意に基づき、制度の内容を規定した規約を作成し、厚生労働大臣の認可等を受けることで 
  制度が実施される。 
 

○ 将来の給付を企業が約束（確定拠出年金においては企業は拠出は約束するが、給付は約束しない。）。 
 

＜給付＞ 
 ○ 労使合意の年金規約に基づき、老齢給付を行う（年金給付・一時金給付の選択可。）。 
 

 ○ 給付や積立などについて必要最低限のルールを定めた上で、労使合意に基づき、より柔軟な制  
   度設計を可能とする。 
 
＜掛金＞ 
 ○ 事業主が規約で定めるところにより、掛金を拠出（規約に定め、本人の同意を得た場合は、本人 
   拠出も可。ただし、税制措置は限定的。） 
 
＜財政＞ 
 ○ 約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立基準を設定。 

＜その他＞ 
 ○ 受託者責任の明確化：   金融機関等の企業年金の管理・運営に関わる者の責任、行為準則を 
                   明確化。 
 

  ○ 情報開示：   事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、財務状況等を加入者等へ情報 
            開示を行う。 

 確定給付企業年金制度の概要 



企業年金の資産運用について 

１．これまでの経緯 

○ 企業年金の資産運用については、かつては、資産の種類ごとに配分割合の上
限を定めた規制（※）があった。 

 
○ しかしながら、１９９０年代の日米金融協議を契機とする金融自由化の流れの
中で、投資顧問の参入、運用規制の緩和等が行われ、平成９年に運用規制は
撤廃され、現在では、資産配分（債券、株式等にどの程度投資するかなど）や運
用機関の選定は、各企業年金の自己責任となっている。 

（※）資産の種類ごとに配分割合の上限を定めた規制。平成9年に撤廃。 
  （規制の内容） 
  ・安全性の高い資産（国債、地方債等） 50％以上 
  ・株式                      30％以下 
  ・外貨建て資産（外国債、外国株式）   30％以下 
  ・不動産                    20％以下 
 

２．企業年金における資産運用のプロセス 

（１）各企業年金は、「運用の基本方針」を策定する。 
   （運用の基本方針に定める主な事項） 
    ・目標とする運用のリターン、リスク 
    ・基本的な資産構成割合（債券○割、株式○割、不動産○割等） 
    ・運用機関の選定方法、報告内容・方法等 
（２）運用受託機関を選定する 
（３）運用結果についてのモニタリング 
   少なくとも四半期ごとに運用受託機関から報告を受け、代議員会に報告。 
   必要に応じて、運用受託機関の入替えを行う。 

３．企業年金関係者の受託者責任 

○ 運用業務を行う理事は、以下の義務からなる受託者責任を負う。 
① 善管注意義務 

基金に対し、善良なる管理者の注意をもって職務を遂行する義務 
② 忠実義務 

法令、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂
行する義務 

○ これに違反した場合、基金に対して損害賠償責任を負う。 



7.91  

3.39  
1.98  

5.21  5.21  

0.74  

10.27  

3.65  
5.65  

2.56  

13.09  

-9.83  

-4.16  

-12.46  

16.17  

4.74  

21.08  

4.62  

-12.03  

-19.81  

15.48  

-1.00  
4.15  

16.50  

4.26  

-9.10  

-15.81  

13.23  

-0.17  

-25.00  

-20.00  

-15.00  

-10.00  

-5.00  

0.00  

5.00  

10.00  

15.00  

20.00  

25.00  

H
1
 

H
2
 

H
3
 

H
4
 

H
5
 

H
6
 

H
7
 

H
8
 

H
9
 

H
1
0
 

H
1
1
 

H
1
2
 

H
1
3
 

H
1
4
 

H
1
5
 

H
1
6
 

H
1
7
 

H
1
8
 

H
1
9
 

H
2
0
 

H
2
1
 

H
2
2
 

厚生年金基金 確定給付企業年金 

資料：企業年金連合会「資産運用実態調査」 
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 企業年金の運用実績の推移 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

厚生年金基金の資産運用関係者の役割及び責任に関するガイドライン
について（平成 9 年 4 月 2 日 年発第 2548 号） 

ガイドライン策定の趣旨  

  各基金において、加入員等の受給権保護の観点から、資産の安全かつ効率的な運

用が行われるよう、資産運用関係者の責任意識の醸成と運用管理体制の向上を図る

ため、資産運用関係者の役割及び責任を明確化し、具体化したルールの確立を図る

もの。 

ガイドラインの性格  

① 米国のエリサ法（従業員退職所得保障法）等英米の法制度における考え方や精神

をできる限り参考としつつ、厚生年金保険法等における「善管注意義務」や「忠実

義務」の概念を、基金が管理運用業務を行う場面を想定し、具体的な行動指針とし

て記述したもの。  

② 法令そのものではなく、どのような事項に留意すれば、理事等に求められる職務

を全うできると考えられるかを示したもの。したがって、ガイドラインを守ってさ

えいれば、責任を免れるというものではないが、裁判所が判断を下す際の参考とな

り得るもの。 

主な内容 

 １ 資産運用関係者の役割分担 
    ・ 理事は、理事会において管理運用業務の執行に係る意思決定を行う。 
    ・ 理事長は、基金を代表して、管理運用業務を執行する。 
    ・ 外部の機関と助言に関して契約を締結することができるが、意思決定に 

ついては、基金自らの判断の下に行う。 
      外部の機関に委託した業務及び求めた助言の内容については、外部の機 

関が責任を負う。 
理事等は、外部の機関の選任及び管理について、責任を負う。 

 ２ 理事  

 （1）一般的な義務  
   ○ 法令上の義務 

・ 「善管注意義務」及び「忠実義務」＝受託者責任 
 （2）基本的な留意事項  
   ○ 分散投資義務（基本ポートフォリオの策定） 
   ○ 資産全体のリスクとリターンを考慮して個別資産（株式、債券等）を選択 
   ○ 資産の特性等への配慮（基金の目的との整合性、資産の流動性 等） 
   ○ 資産状況の把握  
 （3）運用の基本方針  
   ○ 基金の個別事情に応じて、基金自らの判断の下、基本方針を策定 
    ・ 基金の成熟度・積立水準、事業主の掛金負担能力・経営状況 等 

○ 内容  
    ・ 運用の目的、運用目標、資産構成に関する事項、運用受託機関の選任・ 

評価、運用業務に関する報告の内容及び方法 等 
   ○ 自らの判断の下での政策的資産構成割合（基本ポートフォリオ）の策定  

・ 将来の資産及び負債の変動予測等を踏まえて策定 
   ○ 策定の手続き 
    ・ 理事会等基金内部での意思決定手続きに従って策定 
   ○ 中長期的な観点からの策定及び定期的な見直し  



 

 
 

 
 

 （4）運用の委託  

   ○ 運用受託機関の選任  
    ・ 選任・評価の基準 

運用実績に関する定量評価だけでなく、投資哲学、運用体制等に関する 
定性評価を踏まえた総合評価 

    ・ 契約の締結にあたって、運用受託機関の義務を明確にしておくこと 
   ○ 運用受託機関の管理   

    ・ 運用の基本方針を踏まえ、運用ガイドラインを提示  
    ・ 運用実態に関する正確かつ必要な情報の報告を求めること  

   ○ 執行コスト等への配慮 
    ・ 手数料に加え、マーケット・インパクト・コスト等の総取引コストが 

最小になるよう評価 
 （5）自家運用に関する事項 

 （6）運用コンサルタント等の活用  
    ・ 必要に応じ、運用コンサルタント等外部の機関に分析・助言を求めるこ

と。 
 （7）自己研鑽  

    ・ 理事長等は、投資理論、資産運用に関する制度、投資対象の資産の内容 
等の理解及び資産運用環境の把握に努めること。 

 （8）利益相反  
    ・ 法令上の禁止行為等  

    ・ 忠実義務違反のおそれがある行為  
 （9）理事の責任  

    ・ 管理運用業務に係る意思決定及び管理運用業務の執行に関する理事の 
責任及び義務（「善管注意義務」及び「忠実義務」） 

    ・ 違反した場合には、基金に対し連帯して損害賠償責任を負う。 
 ３ 代議員会  

・ 管理運用業務を適正に執行しているかどうかを確認 
・ もっぱら加入員等の利益を考慮し、これを犠牲にして加入員等以外の者 

の利益を図ってはならない。 
 ４ 監 事  

・ 監査規程を設け、適正かつ厳正に監査を実施 
 ５ 資産運用委員会 

・ 理事長を補佐するため、資産運用委員会を設置  
・ 理事、代議員、事業主の財務又は労務に関する業務を担当する役員等 

（外部の専門家等もあり得る）の中から理事長が選任。 
 ６ その他  

 （1）会議録等の作成・保存  
 （2）代議員会への報告  

    ・ 正確に、かつ、分かりやすく、積極的に報告  
 （3）加入員等への周知  

○ 周知の方法   
・ 毎年度１回以上、確実な方法による周知  

○ 周知する内容  
・ 運用結果、資産構成割合など運用の概況 

・ 運用基本方針の概要 
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○　厚生年金基金

　・加入員数　447万人

　・件数　595基金

　・資産残高　27兆8538億円





○　確定給付企業年金

　・加入者数　727万人

　・件数　10,053件

　・資産残高　41兆9721億円





○　確定拠出年金

　・加入者数　企業型371 万人　

　　　　　　　　  個人型12万人

　・件数　3,705件

　・資産残高　5兆4700億円

　・事業所数　 　1.5万

　



○　適格退職年金

　・加入者数　126万人

　・件数　8,051件

　・資産残高　3兆998億円





※　数値は平成22年度末時点のもの。
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			基金数 キキンスウ


						確定給付企業年金 カクテイキュウフキギョウネンキン																		DB


			年度 ネンド			確定給付（基金型） カクテイキュウフキキンガタ			確定給付（規約型） カクテイキュウフキヤクガタ			厚生年金基金 コウセイネンキンキキン			企業型確定拠出年金
（規約数） キギョウガタカクテイキョシュツネンキンキヤクスウ			適格退職年金
（契約件数） テキカクタイショクネンキンケイヤクケンスウ			合計 ゴウケイ			総数（件） ソウスウケン


			平成13年度末 ヘイセイネンドマツ			－			－			1,737			70			73582			75389			－


			平成14年度末 ヘイセイネンドマツ			0			15			1,656			361			66741			68773			15


			平成15年度末 ヘイセイネンドマツ			152			164			1,357			845			59163			61681			316


			平成16年度末 ヘイセイネンドマツ			514			478			838			1402			52761			55993			992


			平成17年度末 ヘイセイネンドマツ			597			833			687			1866			45090			49073			1,430


			平成18年度末 ヘイセイネンドマツ			605			1,335			658			2313			38885			43796			1,940


			平成19年度末 ヘイセイネンドマツ			619			2,480			626			2788			32826			39339			3,099


			DB、厚年基金：基礎資料より コウネンキキンキソシリョウ


			適年：生保協会調べ「適格退職年金の契約状況調べ」より テキネンセイホキョウカイシラテキカクタイショクネンキンケイヤクジョウキョウシラ
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厚生年金基金


企業型確定拠出年金
（規約数）


適格退職年金
（契約件数）


年度末


件数・規約数（百）


基金数・規約数の推移





資産残高


			


			資産残高 シサンザンダカ


			年度 ネンド			確定給付企業年金 カクテイキュウフキギョウネンキン			厚生年金基金 コウセイネンキンキキン			企業型確定拠出年金 キギョウガタカクテイキョシュツネンキン			適格退職年金 テキカクタイショクネンキン			合計（億円） ゴウケイオクエン


			平成13年度末 ヘイセイネンドマツ			0			570000			0			227000			797000


			平成14年度末 ヘイセイネンドマツ			3580			512000			1400			214000			730980


			平成15年度末 ヘイセイネンドマツ			80700			486000			5600			207000			779300


			平成16年度末 ヘイセイネンドマツ			217229			368000			12000			167000			764229


			平成17年度末 ヘイセイネンドマツ			330358			373000			22800			173000			899158


			平成18年度末 ヘイセイネンドマツ			368879			0			31100			156000			555979


			平成19年度末 ヘイセイネンドマツ			366504			0			36500			117000			520004


			DB、適年：生保協会調べ「適格退職年金の契約状況調べ」より テキネンセイホキョウカイシラテキカクタイショクネンキンケイヤクジョウキョウシラ


			DC、厚年基金：基礎資料より コウネンキキンキソシリョウ
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確定給付企業年金


厚生年金基金


企業型確定拠出年金


適格退職年金


年度末


資産残高の割合





加入者数


			


						（件） ケン			適年からの移行 テキネンイコウ			適年・厚年基金の双方からの移行 テキネンコウネンキキンソウホウイコウ			厚年基金からの移行 コウネンキキンイコウ			新規導入 シンキドウニュウ			DBの合併・統合・分割 ガッペイトウゴウブンカツ			承認・認可の状況 ショウニンニンカジョウキョウ


						平成14年度 ヘイセイネンド			12			0			0			3			0			15


						平成15年度 ヘイセイネンド			82			12			191			25			6			316


						平成16年度 ヘイセイネンド			296			83			543			53			17			992


						平成17年度 ヘイセイネンド			596			113			616			83			22			1430


						平成18年度 ヘイセイネンド			1059			117			620			124			20			1940


						平成19年度 ヘイセイネンド			2149			96			617			188			49			3099


						（件） ケン			適年からの移行 テキネンイコウ			適年・厚年基金の双方からの移行 テキネンコウネンキキンソウホウイコウ			厚年基金からの移行 コウネンキキンイコウ			新規導入 シンキドウニュウ			DBの合併・統合・分割 ガッペイトウゴウブンカツ			承認・認可の状況 ショウニンニンカジョウキョウ


						平成16年-平成15年 ヘイセイネンヘイセイネン			70			12			191			22			6


						平成17年-平成16年 ヘイセイネンヘイセイネン			214			71			352			28			11


						平成18年-平成17年 ヘイセイネンヘイセイネン			300			30			73			30			5


						平成19年-平成18年 ヘイセイネンヘイセイネン			463			4			4			41			-2


						平成20年-平成19年 ヘイセイネンヘイセイネン			1090			-21			-3			64			29


						（件） ケン			適年からの移行 テキネンイコウ			適年・厚年基金の双方からの移行 テキネンコウネンキキンソウホウイコウ			厚年基金からの移行 コウネンキキンイコウ			新規導入 シンキドウニュウ			DBの合併・統合・分割 ガッペイトウゴウブンカツ


						平成14年度 ヘイセイネンド			80			0			0			20			0			100


						平成15年度 ヘイセイネンド			26			4			60			8			2			100


						平成16年度 ヘイセイネンド			30			8			55			5			2			100


						平成17年度 ヘイセイネンド			42			8			43			6			2			100


						平成18年度 ヘイセイネンド			55			6			32			6			1			100


						平成19年度 ヘイセイネンド			69			3			20			6			2			100
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			平成13年度末			平成13年度末			平成13年度末			平成13年度末


			平成14年度末			平成14年度末			平成14年度末			平成14年度末
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			平成17年度末			平成17年度末			平成17年度末			平成17年度末


			平成18年度末			平成18年度末			平成18年度末			平成18年度末


			平成19年度末			平成19年度末			平成19年度末			平成19年度末


			平成20年度末			平成20年度末			平成20年度末			平成20年度末


			平成21年度末			平成21年度末			平成21年度末			平成21年度末


			平成22年度末			平成22年度末			平成22年度末			平成22年度末
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						加入者数 カニュウシャスウ			単位（万人） タンイマンニン


																											割合 ワリアイ


						平成（年度末） ヘイセイネンドマツ			確定給付企業年金 db			厚生年金基金 コウネン			企業型確定拠出年金 キギョウガタカクテイキョシュツネンキン			適格退職年金 テキカクタイショクネンキン			合計 ゴウケイ						平成（年度末） ヘイセイネンドマツ			確定給付企業年金 db			厚生年金基金 コウネン			企業型確定拠出年金 キギョウガタカクテイキョシュツネンキン			適格退職年金 テキカクタイショクネンキン			合計 ゴウケイ


						平成13年度末 ヘイセイネンドマツ			-			1087			8.8			916.7			2012.5						平成13年度末 ヘイセイネンドマツ			0			54			0			46			100


						平成14年度末 ヘイセイネンドマツ			3			1039			32.5			858.6			1933.1						平成14年度末 ヘイセイネンドマツ			0			54			2			44			100


						平成15年度末 ヘイセイネンドマツ			135			835			70.8			777.9			1818.7						平成15年度末 ヘイセイネンドマツ			7			46			4			43			100


						平成16年度末 ヘイセイネンドマツ			314			615			125.5			654.6			1709.1						平成16年度末 ヘイセイネンドマツ			18			36			7			38			100


						平成17年度末 ヘイセイネンドマツ			384			531			173.3			568.7			1657						平成17年度末 ヘイセイネンドマツ			23			32			10			34			100


						平成18年度末 ヘイセイネンドマツ			430			522			218.7			506.9			1677.6						平成18年度末 ヘイセイネンドマツ			26			31			13			30			100


						平成19年度末 ヘイセイネンドマツ			506			478			271.1			443			1698.1						平成19年度末 ヘイセイネンドマツ			30			28			16			26			100


						平成20年度末 ヘイセイネンドマツ			570			466			311			348			1695						平成20年度末 ヘイセイネンドマツ			35			27			18			20			100


						平成21年度末 ヘイセイネンドマツ			647			460			340			250			1697


						平成22年度末 ヘイセイネンドマツ			727			447			371			126			1671


						＜参考＞ サンコウ


						DBは受託の概況より（速報値） ジュタクガイキョウソクホウチ


						適年は、連合会の基礎資料より（受託の概況確報値とほぼ同じ） テキネンレンゴウカイキソシリョウジュタクガイキョウカクホウアタイオナ


						DCは企国課基礎資料より キコクカキソシリョウ


						厚年基金はH18年度末までは実績報告、H19は連合会推計値 コウネンキキンネンドマツジッセキホウコクレンゴウカイスイケイチ


												0.3812610489			0.3362831858


												0.2710665881			0.2749262537


												0.2003535651			0.183480826


												0.1473187979			0.2053097345


												1			1
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			事業所数 ジギョウショスウ


			年度 ネンド			確定給付企業年金 カクテイキュウフキギョウネンキン			厚生年金基金 コウセイネンキンキキン			企業型確定拠出年金
（実施事業主数） キギョウガタカクテイキョシュツネンキンジッシジギョウヌシスウ			適格退職年金
（契約件数） テキカクタイショクネンキンケイヤクケンスウ			合計 ゴウケイ


			平成13年度末 ヘイセイネンドマツ									-			73582


			平成14年度末 ヘイセイネンドマツ						162041			-			66741


			平成15年度末 ヘイセイネンドマツ						148510			2379			59163


			平成16年度末 ヘイセイネンドマツ						136625			4350			52761


			平成17年度末 ヘイセイネンドマツ						130196			6664			45090


			平成18年度末 ヘイセイネンドマツ						126043			8667			38885


			平成19年度末 ヘイセイネンドマツ						-						32826


			DC：企国課調べ「確定拠出年金の施行状況」より キコクカシラカクテイキョシュツネンキンセコウジョウキョウ


			適年：生保協会調べ「適格退職年金の契約状況調べ」より テキネンセイホキョウカイシラテキカクタイショクネンキンケイヤクジョウキョウシラ


			DB：精査されたデータがないということ。 セイサ













○公的年金たる厚生年金の一部を国に代わって支給（代行給付）しており、当該支給を

　 行うための費用として事業主から保険料を徴収している。



○加えて、各基金ごとに上乗せ給付を行っている。



○基金が解散する場合、代行給付のために納付した保険料に相当する積立金を、一括

　  して企業年金連合会に返還する必要がある。



＜基金がない場合＞

国から

支給



16.0％

保険料は

国へ納付









12.0％（※）

保険料は

国へ納付

4.0％

（※）

2.0％

（※）

保険料は

基金へ納付

（※）数字は例



基金が解散する場合、代行部分の保険料に相当する積立金を返還。

保険料計：18.0％

　厚生年金基金制度の概要





国民年金

（老齢基礎年金）

厚生年金

（老齢厚生年金）











国民年金

（老齢基礎年金）

厚生年金

（老齢厚生年金）

厚生年金の代行部分

基金独自の上乗せ部分





基金から

支給

国から

支給

＜基金を設立した場合＞








○　国の老齢厚生年金の一部の代行を行わない、独自の上乗せ給付のみを支給する制度として

　　平成１４年４月に確定給付企業年金法が施行された。



○　労使合意に基づき、制度の内容を規定した規約を作成し、厚生労働大臣の認可等を受けることで

　　制度が実施される。



○　将来の給付を企業が約束（確定拠出年金においては企業は拠出は約束するが、給付は約束しない。）。



＜給付＞

　○　労使合意の年金規約に基づき、老齢給付を行う（年金給付・一時金給付の選択可。）。



　○　給付や積立などについて必要最低限のルールを定めた上で、労使合意に基づき、より柔軟な制　

　　 度設計を可能とする。



＜掛金＞

　○　事業主が規約で定めるところにより、掛金を拠出（規約に定め、本人の同意を得た場合は、本人

　　　拠出も可。ただし、税制措置は限定的。）



＜財政＞

　○　約束した給付が支給できるよう、年金資産の積立基準を設定。

＜その他＞

　○　受託者責任の明確化：   金融機関等の企業年金の管理・運営に関わる者の責任、行為準則を

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　明確化。



  ○　情報開示：   事業主等は、年金規約の内容を従業員に周知し、財務状況等を加入者等へ情報

　　　　　　　　　　　 開示を行う。



　確定給付企業年金制度の概要








企業年金の資産運用について

１．これまでの経緯

○　企業年金の資産運用については、かつては、資産の種類ごとに配分割合の上限を定めた規制（※）があった。



○　しかしながら、１９９０年代の日米金融協議を契機とする金融自由化の流れの中で、投資顧問の参入、運用規制の緩和等が行われ、平成９年に運用規制は撤廃され、現在では、資産配分（債券、株式等にどの程度投資するかなど）や運用機関の選定は、各企業年金の自己責任となっている。

（※）資産の種類ごとに配分割合の上限を定めた規制。平成9年に撤廃。

　　（規制の内容）

　　・安全性の高い資産（国債、地方債等）　50％以上

　　・株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30％以下

　　・外貨建て資産（外国債、外国株式）　　 30％以下

　　・不動産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　20％以下



２．企業年金における資産運用のプロセス

（１）各企業年金は、「運用の基本方針」を策定する。

　　　（運用の基本方針に定める主な事項）

　　　　・目標とする運用のリターン、リスク

　　　　・基本的な資産構成割合（債券○割、株式○割、不動産○割等）

　　　　・運用機関の選定方法、報告内容・方法等

（２）運用受託機関を選定する

（３）運用結果についてのモニタリング

　　　少なくとも四半期ごとに運用受託機関から報告を受け、代議員会に報告。

　　　必要に応じて、運用受託機関の入替えを行う。

３．企業年金関係者の受託者責任

○　運用業務を行う理事は、以下の義務からなる受託者責任を負う。

①　善管注意義務

基金に対し、善良なる管理者の注意をもって職務を遂行する義務

②　忠実義務

法令、規約及び代議員会の議決を遵守し、基金のため忠実にその職務を遂行する義務

○　これに違反した場合、基金に対して損害賠償責任を負う。






資料：企業年金連合会「資産運用実態調査」

%

　企業年金の運用実績の推移





厚生年金基金	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	7.91	3.3899999999999997	1.980000000000002	5.21	5.21	0.7400000000000011	10.27	3.65	5.6499999999999995	2.56	13.09	-9.83	-4.1599999999999975	-12.46	16.170000000000005	4.74	21.08	4.6199999999999966	-12.03	-19.809999999999999	15.48	-1	確定給付企業年金	H1	H2	H3	H4	H5	H6	H7	H8	H9	H10	H11	H12	H13	H14	H15	H16	H17	H18	H19	H20	H21	H22	4.1499999999999995	16.5	4.26	-9.1	-15.81	13.23	-0.17	



Microsoft_Office_Excel_______1.xlsx

Sheet1


			 			厚生年金基金 コウセイ ネンキン キキン			確定給付企業年金 カクテイ キュウフ キギョウ ネンキン			系列 3


			H1			7.91						2


			H2			3.39						2


			H3			1.98						3


			H4			5.21						5


			H5			5.21


			H6			0.74


			H7			10.27


			H8			3.65


			H9			5.65


			H10			2.56


			H11			13.09


			H12			-9.83


			H13			-4.16


			H14			-12.46


			H15			16.17


			H16			4.74			4.15


			H17			21.08			16.50


			H18			4.62			4.26


			H19			-12.03			-9.10


			H20			-19.81			-15.81


			H21			15.48			13.23


			H22			-1.00			-0.17
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